
：法律の規定内容

≪マンション建替え・敷地売却における法定手続き等のフロー図≫（代表的な手法）

■４／５以上の多数で決議 

■再建マンションの設計、費用の概算額、費用の 

 分担、 再建マンションの区分所有権の帰属等 

 を決議 

■決議合意者の３／４以上の同意で都道府県知 

 事等※１に認可申請 

■デベロッパーも参加組合員※２として組合に参加 

 可能 

■事業主体となる建替組合を設立 

■決議合意者の３／４以上の同意で都道府県知 

 事等※１に認可申請 

■事業主体となる売却組合を設立 

■区分所有者・借家人は権利消滅期日までに組合 

 から分配金・補償金を取得し、マンションを明渡 

■担保権付きの区分所有権に係る分配金は供託 

■４／５以上の多数で決議 

■売却の相手方、売却代金、分配金の算定方法 

 等を決議 

■買受人（デベロッパー等）が、マンションの買受 

 け・除却、代替住居の提供・あっせんの計画を申

請 

■管理者等の申請で、耐震診断の結果により特定 

 行政庁※３が認定 

準備・検討 

■建替事業の勉強会等の実施 

■建替えコンサルタントや事業協力者の選定 

■管理組合内で話し合い、修繕・改修か建替えか売却かを決定 

 （専門家を活用することも可能） 

■権利変換期日に個別の権利が組合に集約担保 

 権・借家権は消滅 

買受計画の認定 
（マンション建替法109条） 

マンション敷地売却決議 
（マンション建替法108条） 

敷地売却組合の設立認可 
（マンション建替法120条） 

■売却組合が反対区分所有者の権利を時価で 

 買取り 

分配金取得計画の決定・認可 
（マンション建替法140条～） 

組合がマンションと敷地の権利を取得 
（マンション建替法149条） 

買受人にマンションと敷地を売却 

建物の除却（都道府県知事等の監督） 

買受人が新たにマンション等を建設 

耐震性不足の認定 
（マンション建替法102条） 

建替え決議 
（区分所有法62条） 

■

マ
反対区分所有者への売渡し請求 
（マンション建替法15条） 

権利変換計画の決定・認可 
（マンション建替法55条～） 

建替組合がマンションの権利を取得 
（マンション建替法71条） 

建替組合が新たにマンションを建設 

反対区分所有者への売渡し請求 
（マンション建替124法） 

（※１）都道府県知事等：都道府県知事（区市の区域にあっては、当該区市の長） 

（※２）参加組合員：組合が施行するマンション建替え事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたもの（マンション建替法17条） 

（※３）特定行政庁：建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう（特別区の場合、建物の延べ面積が10,000㎡

以下の場合は区長、10,000㎡を超える場合は都知事が特定行政庁となる）。 

 （注意）容積率の緩和特例（マンション建替え法１０５条）について：除却の必要性に係る認定（耐震性不足の認定）を受けたマンションの建替えにより新たに建設されるマンションで、一定の

敷地面積を有し、市街地環境の整備・改善に資するものについて、特定行政庁が許可した場合には容積率が緩和されます。  

再入居 再入居 

デベロッパー等が区分所有者の権利を取得 

デベロッパー等と等価交換契約等を締結 

■建替え参加者全員又は区分所有者全員がデベロッ 

 パー等と等価交換契約＊等を締結 
 

 ＊ 区分所有者の権利をデベロッパー等に譲渡し、 

  デベロッパー等が新しいマンションを建設の後、 

  建替え参加者が新しいマンションと敷地の再譲渡 

  をうける契約 

 

■建物を解体するまでに抵当権の抹消が必要 

マンション建替組合の設立認可 
（マンション建替法９条） 

その他の住居に引越他 

デベロッパー等が新たにマンションを建設 

■マンション建替組合が反対区分所有の権利を 

 時価で買取り 

■区分所有権、担保権、借家権は原則として再建 

 マンションに移行 

■権利変換期日において権利が一斉に変動 

再入居 

建替え決議 
（区分所有法62条） 

総会決議等 

■全員合意 

■再建マンションの設計、 

 費用の概算額、費用の分 

 担、再建マンションの区分 

 所有権の帰属等を決議 

■４／５以上の多数で決議 

■再建マンションの設計、 

 費用の概算額、費用の分 

 担、再建マンションの区分 

 所有権の帰属等を決議 

反対区分所有者へ
の売渡し請求 
(区分所有法63条） 

■買受指定者等が反対区 

 分所有の権利を時価で 

 買取り 

■建替え前の権利と等価となる建替え後のマンションの権利を 

 取得 

■建替え前の権利よりも高い住戸を取得する場合は、その差額 

 分を区分所有者が事業者に支払う 

マンション建替法による 

マンション建替事業（組合施行） 
マンション建替法によらない 

マンション建替事業（等価交換方式） 
マンション建替法による 

マンション敷地売却制度 


